
賃貸物件において、貸主は借主に対して、物件に関する重要な事項について、契約

が成立する前に書面で説明しなければなりません。告知の範囲には、物件の状態、設

備、周辺環境、賃料、敷金・礼金、更新料、保証金、契約期間、解約条件、退去時の

修繕費用、その他の費用などが含まれます。 

 

ただし、告知義務については、法律によって定められているものではなく、契約書によ

って異なるため、契約書をよく読んで確認することが大切です。告知義務に違反すると、

契約解除や損害賠償請求などの措置が取られることがあります。告知義務違反による

契約解除については、重大な過失とされた場合に限り、契約解除が認められることが

あります。 

 

賃貸物件における告知義務は国によって異なります。例えば、アメリカ合衆国では、物

件の状態に関する情報を提供することが義務付けられています。 一方、イギリスでは、

貸主は物件の状態に関する情報を提供することが推奨されていますが、法的な義務

ではありません。日本のように、物件に関する重要な事項について、契約が成立する

前に書面で説明しなければならないという規定がある国もあります。 

 

以上のように、賃貸に告知義務があるかどうかは、その国の法律によって異なります。 


